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１ 指定及び指定更新の制度について                                                
 

 (1) 概要                                     

  ① 指定 

障害福祉サービス事業等を提供する事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（以下「障害者総合支援法」という。）第２９条第１項、第５１条の１４、

第５１条の１７及び児童福祉法第２１条の５の３、第２４条の２６の規定に基づき事業所が所

在する都道府県知事（指定都市及び中核市は当該市長）の指定を受ける必要があります。 

指定を受ける際に、申請法人やその役員等が過去に指定取消処分を受けた場合など、障害者

総合支援法第３６条第３項、第５１条の１９第２項、第５１条の２０第２項又は児童福祉法第

２１条の５の１５第３項、第２４条の２８第２項に規定する要件及び欠格事由に該当するとき、

さらには適正な運営が見込めない時は、指定を受けることができません。 

 

  ② 指定更新 

   上記①で指定を受けた指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援

事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者

（以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。）は、障害者総合支援法第４１条第１項、

第５１条の２１第１項又は児童福祉法第２１条の５の１６、第２４条の２９の規定により、６

年ごとに更新を受けなければ、有効期間満了により指定の効力を失うことになります。 

    指定の更新を受けるためには、指定更新申請をしていただく必要がありますが、人員・設備

及び運営などの指定基準を満たしていない場合や、申請法人やその役員等が過去に指定取消処

分を受けた場合など、法律上の欠格事由に該当するときは、指定更新を受けることができませ

ん。 

 

 (2) サービス体系 

 【障害福祉サービス】 

  ・介護給付（障害者総合支援法第２８条第１項） 

   居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、 

重度障害者等包括支援、施設入所支援 

  ・訓練等給付（障害者総合支援法第２８条第２項） 

   自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労選択支援、就労移行支援、 

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助 

 【地域相談支援】 

地域移行支援、地域定着支援（障害者総合支援法第５１条の１３） 

 【計画相談支援】 

   計画相談支援（障害者総合支援法第５１条の１６） 

 【障害児通所支援】 

   児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（児童福

祉法第２１条の５の２） 

【障害児相談支援】 

   障害児相談支援（児童福祉法第２４条の２５） 
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 (3) 指定等の要件 

指定を受けるためには、障害者総合支援法第３６条（障害福祉サービス）、第５１条の１９（地

域相談支援）、第５１条の２０（計画相談支援）及び児童福祉法第２１条の５の１５（障害児通

所支援）、第２４条の２８（障害児相談支援）の規定に基づく指定の要件を満たしていただく必

要があります。 

指定を受けよう又は指定を更新しようとする「サービスの種類ごと」「事業所ごと」に、人員

基準、設備基準及び運営基準（以下「指定基準」という。）を満たしている必要がありますが、

障害者総合支援法第３６条第３項各号、第５１条の１９第２項、第５１条の２０第２項、児童福

祉法第２１条の５の１５第３項、第２４条の２８第２項に規定する欠格事由に該当するときなど、

次の①から⑬に該当する場合は指定を受ける又は指定を更新することができません。 

① 申請者が旭川市の条例で定める者でないとき。 

② 事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、旭川市の条例で定める基準を満たしていない

とき。 

③ 申請者が、旭川市の条例等で定める指定障害福祉サービス※の事業の設備及び運営に関する

基準に従って適正な障害福祉サービス※事業の運営をすることができないと認められるとき。 

④ 申請者が、禁錮以上の刑を受けて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるま

での者であるとき。 

⑤(1)申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの

の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる者

であるとき。 

(2)申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

⑥ 申請者が、指定の取消から５年を経過しない者であるとき。 

⑦ 申請者と密接な関係を有する法人が指定の取消から５年を経過しないとき（療養介護に係る

指定の申請は除く。）。 

⑧ 申請者が、指定の取消処分に係る聴聞に関する通知日から処分の日等までの間に事業廃止の

届出を行い、その届出日から５年を経過しない者であるとき。 

⑨ 申請者が、旭川市長等による立入検査後、１０日以内に指定権者から聴聞決定予定日が通知

された場合であって、聴聞決定予定日までの間に事業廃止の届出を行い、その届出日から５年

を経過しない者であるとき。 

⑩ ⑧による事業廃止の届出があった場合、⑧の通知日前６０日以内に、当該法人の役員又は管

理者であった者で、その届出日から５年を経過しない者であるとき。 

⑪ 申請者が、５年以内に障害福祉サービス※に関し、不正又は著しく不当な行為をした者であ

るとき。 

⑫ 申請者が、法人で、その役員又はサービス事業所を管理する者等が、上記④から⑥まで又は

⑧から⑪までのいずれかに該当する者であるとき。 

⑬ 申請者が、法人でない者で、その管理者が、上記④から⑥まで又は⑧から⑪までのいずれか

に該当する者であるとき。 

※上記①から⑬は、障害者総合支援法第３６条第３項各号の抜粋ですが一部略記しています。 

※障害福祉サービス以外の場合は、必要に応じて読み替えてください。 
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 (4) 指定の有効期間について 

指定の有効期間は、原則、指定日から６年となります。 

例えば、令和元年１０月１日に指定を受けた事業者の場合は、有効期間（満了日）は令和７年

９月３０日となります。指定通知書にも有効期間が記載されておりますので御確認ください。ま

た、指定を継続するためには指定有効期間の終了までの間に、更新の手続きを行う必要がありま

す（詳しくは「３ 指定更新申請の手続きについて」を参照してください。）。 

 

 (5) 指定申請を行う前に、事前に確認が必要なポイント 

① 事業者となるための事前確認 

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者等は、原則、法人である必要があり、

また、法人の定款の目的の中に「○○○○法に基づく○○○○事業」など、実施する事業の根

拠となる法律名称及び事業名称（指定障害福祉サービス、指定一般相談支援、指定特定相談支

援、指定障害児通所支援、指定障害児相談支援（以下「指定障害福祉サービス等」という。））

などを適切に記載してある必要がありますので事前に確認してください。 

（例）・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業 

・児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業 

・児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業 

 

② 事業所として使用する予定地及び物件等の事前確認 

・事業所の予定地に関して、都市計画法への適合を事前に確認してください。 

＜お問い合わせ先＞旭川市都市振興部都市計画課 電話0166-25-9704 

・事業所となる物件に関して、建築基準法への適合を事前に確認してください。 

＜お問い合わせ先＞旭川市建築部建築指導課 電話0166-25-8597 

・事業所となる物件の消防設備にして、消防法への適合を事前に確認してください。 

＜お問い合わせ先＞旭川市消防本部予防指導課 電話0166-74-3584 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

事業所の指定は、原則として障害福祉サービス等の提供を行う事業所ごとに行います。 

例外として「従たる事業所」「出張所」「多機能型事業所」「同一法人が同一敷地内で行う

場合」等は一の事業所として取り扱われます。詳しくはお問い合わせください。 
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③ 事業の内容等の事前確認 

事業所で取り組む事業の内容によっては、他法令による許可や検査等が必要になる場合があ

りますので事前に関係所轄庁に確認してください。 

 

（例）・カフェ等の飲食業、食品販売、食品の製造・処理を行う場合 

～ 保健所の営業許可や設備の検査等が必要な場合があります。 

・古物を仕入れ（買付け）、販売する場合 

～ 取り扱う古物によって警察から古物営業許可が必要な場合があります。 

・農地を借りて農業を行う場合 

～ 旭川市農業委員会で手続が必要な場合があります。 

・居宅介護等事業者が、利用者に乗降介助等のサービスを提供する場合 

～ 事業所の車両を用いて従業者が運転する時は、福祉有償運送事業の許可が必要に

なる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（申請時の注意ポイント） 

申請時点で、必要な人員を確保できており、また基準に適合した建物設備等が確保さ

れていなければなりません。 

また、事業者の指定を受けるに当たっては、障害福祉サービス等に係る制度や基準、

障害に対する理解など、様々な要素を十分知った上で進める必要があります。 

さらには、労働関係法令や建築、消防関係法令などの他法への理解も必要です。 

事業者として「知らなかった。」では済まされないことが数多くありますので、必ず

確認等されますようお願いします。 

 指定申請書提出後、書類に変更があった場合は、速やかに報告してください。 

 まれに報告もなく人員の変更がみられることがありますが、指定時の書類に疑義が

ある場合、その事由によって、「指定の取消し」等の行政処分になる場合もあります。 

 ※採用予定者の辞退などで予定と変更になる場合は速やかに指導監査課に連絡を

してください。 

また、「６ 申請又は各種届出等における留意事項について」及び「７ 指定後に

各事業者が取り組まなければならないことについて」も必ず参照してください。 
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２ 指定申請の手続きについて                            

 

 (1) 指定申請のスケジュール 

指定日（事業開始が可能となる日）は、毎月１日を基本とします。 

指定申請は、基本的に申請書類に補正等の必要がなくなった段階で受理

するものとし、通常は受理後、３０日間で審査及び現地確認等を行い、指

定の可否を決定します。 

よって補正等に想定以上の期間を要した場合は、受理が遅れるため希望

する指定日に間に合わないことがあります。 

そのため、申請書類は、事前に当課担当者と内容の確認をしておくか、希望する指定日から

逆算（補正等に要する期間＋審査等３０日間）して余裕のある日程（補正等に要する期間は１

か月間以上を見込んでください。）で提出してください。 

なお、事前の相談や申請書提出の際は、窓口が混み合っている場合があるほか、

当課担当者による確認等が必要な場合もありますので、出来るだけ事前に連絡の上、

来庁されますことをお勧めいたします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．指定申請計画事前相談 

 障害福祉サービス事業等を新たに開始する計画がある場合可能な限り、指定を受けようとする

日の３ヶ月程度前を目安に指導監査課に相談。（いつ、どのサービスか等） 

３．申請書類提出 

 指定を受けようとする日の前々月の末日までに補正の必要のない書類を提出（受理できなけれ

ば指定希望日の指定を保証できません）。 

２．事前相談及び申請書事前確認 

 指定を受けようとする日の前々月の上旬を目安に指定申請書類一式を原則窓口に持参。 

４．審査・現地確認・体制届等提出 

 原則、書類受理後指定希望日までの３０日間で審査、現地確認を行います。 

 また、指定希望日までに介護給付費等算定に係る体制届、障害福祉サービス等処遇改善計画書

（取得希望の場合）を提出してください。 

５．指定後の対応 

①指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制届出書の提出 

②障害福祉サービス等情報公表システムを使用した事業所情報の公表 

③指定申請時に雇用確約証明書を提出していた従業者について、改めて雇用証明書を提出 等 
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例） 

指定希望日 事前相談（目安） 窓口持参（目安） 書類提出 

７月１日 ４月中 ５月上旬 ５月末日 

８月１日 ５月中 ６月上旬 ６月末日 

９月１日 ６月中 ７月上旬 ７月末日 

 

 (2) 提出方法 

持参又は郵送により提出してください。 

なお、郵送による場合は、封筒宛名面隅に「指定申請書在中」などと朱書きしてください。 

また、持参による場合は、時期により窓口が混み合う場合もありますので、事前に連絡（予約）

のうえ来庁されますことをお勧めします。連絡がなく来庁された場合も対応はいたしますが、事

前に連絡のあった方を優先して対応しますので、窓口での順番変更や待機時間が長くなりますこ

とを御了承願います。 

 

 (3) 提出部数 

申請書、添付書類ともに１部提出してください。 

（※申請書類は、正副各１部を作成し、正本を提出。副本は申請者が保管。） 

なお、複数の障害福祉サービス等を予定している事業者においては、原則それぞれのサービス

種別ごとに申請書が必要となりますが、次の場合、１枚の申請書でまとめて申請することができ

ます。 

①居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 

②多機能型（指定障害福祉サービス、指定障害児通所支援ごとに。） 

③一般相談支援、特定相談支援 

 

 (4) 提出先 

旭川市福祉安心部指導監査課 

〒０７０－８５２５ 

旭川市７条通９丁目旭川市総合庁舎４階 

電話：０１６６－２５－９８４９ ／ FAX：０１６６－２６－７７３３ 

電子メール：shido-syougai@city.asahikawa.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

●就労継続支援Ｂ型事業所を新たに始める場合● 

 旭川市では、就労継続支援Ｂ型事業所の指定等（定員増又は新規開設）を受けようとする事

業者に対して、指定申請に先立って指定意向調査の調査票を提出するよう求めており、事業所指定

における優先対象としての選定可否を判断する取扱いとしています。旭川市障がい福祉計画に基づ

き、原則として優先対象として選定された事業所のみ指定申請を受け付けることとしていますので、あら

かじめ「福祉安心部障害福祉課障害事業係（総合庁舎２階／電話 0166-25-6476）へお問い

合わせください。 
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 (5) 申請書等の様式について 

申請の際に必要な書類は、サービスごとに異なりますので、「サービス別必要書類」を参照し

てください。 

 

【様式等の取得方法について】 

次の①又は②の方法でインターネットにより様式をダウンロードしてください。 

 

①以下のアドレスをブラウザに直接入力して、必要な様式を取得してください。 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sa-bisu1/p006045.html 

→「４ 障害福祉サービス事業等の指定申請、変更届、給付体制届等に係る様式等」から必要な様式を

取得してください。 

 

②旭川市ホームページ（http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/）を参照し 

→画面上段右の  ＭＥＮＵ  を選択 

→事業者向けから健康・福祉・子育て・学校を選択 

→障害福祉 →  申請・届出  を選択 

→  障害福祉サービス事業者向けトップページ  を選択 

→「４ 障害福祉サービス事業等の指定申請、変更届、給付体制届等に係る様式等」から 

必要な様式を取得してください。 

※ 上記①又は②によっても様式の取得ができない場合は、指導監査課まで連絡願います。 

 

 

 (6) 申請書類の作成方法等 

① 作成方法 

申請書及び関係書類は、申請日現在で作成してください。 

なお、勤務体制・形態一覧表は、指定を受けようとする日の属する月の従業員の勤務体制等

を記載してください。 
 

  ＜主な作成書類＞ 

書類の種類 様  式 備  考 

指定申請書 別紙様式第一号 詳しくは「サービス別必要書類」を

参照してください。 

 

付表 付表１～付表 1８－３ 

添付書類 参考様式ほか 

※追加書類について 

厚生労働省等の通知等により必要となった書類がある場合及び提出書類により内容が十分

に把握できない場合等は、必要に応じて、書類の追加提出を求める場合があります（例えば、
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人員配置における兼務がある場合は、兼務先事業所等の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧

表」や組織体制図の提出を求める場合があります。）。 
 
 

② 編纂方法等 

申請書類は原則としてＡ４判とし、「提出書類一覧表」の順番に並べ、インデックス等を付け

て、フラットファイル（Ａ４判（Ａ４－Ｓ）２穴）に綴って提出してください。 

 

③ その他 

提出する申請書・付表様式のチェック表は、サービス種別ごとに定められた必要書類の添付

状況について記載してください（添付した書類の該当欄に「○」、省略した書類については「◇」

を記入してください。）。 

また、参考様式で示しているもので、自己作成の様式により提出する場合は、備考欄等にそ

の旨を記載してください。 

 

 

（書類作成の注意ポイント） 

 申請書類には様々な添付書類が必要になりますが、資格証、研修修了証、登記事項証

明書などの複写物（コピー）を提出いただく際の原本謄写証明は不要になりました。原

本謄写証明は不要ですが、必ず申請事業者による原本確認を行った上で、提出願います。 

 

 

 (7) 審査について 

申請受付は、申請書類に補正等の必要がなくなった段階で受理するものとし、通常は受理後、

３０日間の間に、審査及び現地確認等を行います。 

（注）受理後３０日間の期間には「補正」に要する期間は含みませんので、補正等の必要が生

じた場合は、申請書類を返却する場合があります。この場合、申請者が希望する日での指

定になりませんので、あらかじめ御了承願います。 

 

① 書面審査 

提出していただいた指定申請書及び添付書類をもって審査します。 

なお、提出された申請書類について、内容確認のため電話や電子メール

等により照会させていただくことがありますので、事業所には必ず申請書

の副本を控えておいてください。 

 

② 現地調査 

設備基準や人員基準（従業者の勤務内容または雇用状況など）などの指定要件が満

たされているかを確認するために実施します。 

現地調査の際には、管理者、サービス管理責任者、サービス提供責任者又は法人代

表者など、いずれかの方の立ち会いを必ずお願いいたします。 
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 (8) 審査の結果について 

審査の結果、指定に必要な要件を満たすと認められた場合は、指定を受けたサービスの種類、

事業所の名称、事業所の所在地、事業所番号、指定年月日、指定有効期間などが記載された「指

定通知書」を送付します。（再発行はできません。） 

なお、申請書に係る書類の差し替え等で期間を要した場合、指定年月日までに「指定通知書」

が送付されない場合がありますので、御了承ください。 

 

※ 指定は原則として、毎月１日です。指定日から事業開始が可能です。 

※ 指定された事業所の情報は、ワムネット等（http://www.wam.go.jp/shofukupub/）に掲載し、

広く情報提供します。 

 

 (9) その他 

① 必要書類を揃えた上で提出してください。書類が揃っていない場合は、受付できないことが

ありますので御注意ください。 

② 申請書類は郵送でもかまいませんが、修正等が必要な場合でも当課から原則返送はいたしま

せんので御注意願います。 

③ 申請に当たり、相談や質問がある場合、又は申請書を持参する場合は、窓口が混み合ったり、

担当者不在の場合もありますので、事前に電話等で予約されますことをお勧めします（事前に

連絡がない場合は、対応ができないことがあります。）。 
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３ 指定更新申請の手続きについて                          
 

 (1) 指定更新申請のスケジュール 

① 原則として、指定有効期間満了日の属する月の前月から、旭川市から別

途通知する提出期限までを受付期間とします。 

指定有効期間満了日の属する月の前月初旬頃に、旭川市から「障害福祉

サービス事業者等の指定更新申請について（通知）」を送付しますので、

通知に記載する提出期限までに、申請書類一式を提出してください。 

② 何らかの事情等により指定有効期間満了日の前月中に「障害福祉サービス事業者等の指定更

新申請について（通知）」が届かない場合であっても、通知の受領の有無に関わらず有効期間

満了日の３０日前までに、必ず申請手続きを行ってください。 

 

  〈受付期間の例〉 

               

 

             

       

 

 

 
 

【７月下旬頃発送】    【８月初旬頃到着】    【８月下旬までに提出】 

 

 

指定更新申請 

受付期限 

指定更新申請 

受付開始 

旭川市から「指定
更新申請につい
て」通知発出 

有効期限の２か月

前までに発送 
通知到達日から 

通知した期限日(通知がない

場合は有効期限の３０日前) 

指定(許可)の有効期限日が９月３０日の場合 

【 同一事業所において指定の有効期間が異なる場合の取扱いについて 】 

令和３年４月より、同一事業所において指定の有効期間が異なるサービスがある場合、指

定の有効期間が最も早いサービスに合わせて、他のサービスの更新を行うことができます。 

 他のサービスを併せて更新する際は、事前にお電話等により当課へ連絡をお願いします。 

   同一事業所の考え方  

① 訪問系サービス事業所（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護） 

② 相談支援事業所（一般相談支援、特定相談支援、障害児相談支援） 

③ 多機能型事業所 

（ア）（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型） 

（イ）（障害児通所支援） 

④ 短期入所を併設し、一体的に管理運営されている事業所（障害者支援施設、共同生活

援助、同一建物で行う生活介護と短期入所） 
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 (2) 提出方法 

持参又は郵送により提出してください。 

なお、郵送による場合は、封筒宛名面隅に「指定更新申請書在中」などと朱書きしてください。 

また、持参による場合は、時期により窓口が混み合う場合もありますので、事前に

連絡（予約）のうえ来庁されますことをお勧めします。連絡がなく来庁された場合も

対応はいたしますが、事前に連絡のあった方を優先して対応しますので、窓口での順

番変更や待機時間が長くなりますことを御了承願います。 

 
 

 (3) 提出部数 

申請書、添付書類ともに１部提出してください。 

（※申請書類は、正副各１部を作成し、正本を提出。副本は申請者が保管。） 

なお、複数の障害福祉サービス等を行っている事業者においては、原則それぞれのサービス種

別ごとに申請書が必要となりますが、次の場合、１枚の申請書でまとめて申請することができま

す。 

①居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 

②障害者支援施設（昼間サービス＋夜間サービス（施設入所支援）） 

③多機能型（指定障害福祉サービス、指定障害児通所支援ごとに。） 

④一般相談支援、特定相談支援 

 

 (4) 提出先 

旭川市福祉安心部指導監査課 

〒０７０－８５２５ 

旭川市７条通９丁目旭川市総合庁舎４階 

電話：０１６６－２５－９８４９ ／ FAX：０１６６－２６－７７３３ 

電子メール：shido-syougai@city.asahikawa.lg.jp 

 

 (5) 申請書等の様式について 

申請の際に必要な書類は、サービスごとに異なりますので「サービス別必要書類」を参照して

ください。 
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【様式等の取得方法について】 

次の①又は②の方法でインターネットにより様式をダウンロードしてください。 

 

①以下のアドレスをブラウザに直接入力して、必要な様式を取得してください。 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sa-bisu1/p006045.html 

→「４ 障害福祉サービス事業等の指定申請、変更届、給付体制届等に係る様式等」から必要な様式を

取得してください。 

 

②旭川市ホームページ（http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/）を参照し 

→画面上段右の  ＭＥＮＵ  を選択 

→事業者向けから健康・福祉・子育て・学校を選択 

→障害福祉 →  申請・届出  を選択 

→  障害福祉サービス事業者向けトップページ  を選択 

→「４ 障害福祉サービス事業等の指定申請、変更届、給付体制届等に係る様式等」から 

必要な様式を取得してください。 

※ 上記①又は②によっても様式の取得ができない場合は、指導監査課まで連絡願います。 

 

 

 (6) 申請書類の作成方法等 

① 作成方法 

申請書及び関係書類は、申請日現在で作成してください。 

なお、勤務体制・形態一覧表は、指定更新後の有効期間開始日の属する月の従業員の勤務体

制等を作成してください。 

変更事項があった場合の取り扱いは、(9)①「指定の更新申請と同時期に変更届出事由が生じ

た場合」を参考としてください。 

 

＜主な作成書類＞ 

書類の種類 様  式 備  考 

指定更新申請書 別紙様式第一号 詳しくは「サービス別必要書類」を

参照してください。 

 

付表 付表１～付表 1８－３ 

添付書類 参考様式ほか 

※追加書類について 

厚生労働省等の通知等により必要となった書類がある場合及び提出書類により内容が十分

に把握できない場合等は、必要に応じて、書類の追加提出を求める場合があります（例えば、

人員配置における兼務がある場合は、兼務先事業所等の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧

表」や組織体制図の提出を求める場合があります。）。 
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② 編纂方法等 

申請書類は原則としてＡ４判とし、「提出書類一覧表」の順番に並べ、インデックス等を付け

て、フラットファイル（Ａ４判（Ａ４－Ｓ）２穴）に綴って提出してください。 

 

③ その他 

提出する申請書・付表様式のチェック表は、サービス種別ごとに定められた必要書類の添付

状況について記載してください（添付した書類の該当欄に「○」、省略した書類については「◇」

を記入してください。）。 

また、参考様式で示しているもので、自己作成の様式により提出する場合は、備考欄等にそ

の旨を記載してください。 

 

 (7) 審査について 

① 書面審査 

提出していただいた指定更新申請書及び添付書類をもって審査します。 

なお、提出された申請書類について、内容確認のため電話や電子メール等によ

り照会させていただくことがありますので、事業所には必ず申請書の副本を控え

ておいてください。 

② 現地調査 

 必要に応じて人員基準（従業者の勤務内容または雇用状況など）や設備基準など

が満たされているかを確認するため実施する場合があります。 

現地調査の際には、管理者等の立ち会いをお願いすることがあります。 

 

 (8) 審査の結果について 

審査の結果、指定更新に必要な要件を満たすと認められた場合は、指定の有効期間の満了日ま

でに「指定更新通知書」を送付します。（再発行はできません。） 

なお、申請書に係る書類の差し替え等で期間を要した場合、有効期間満了日までに「指定更新

通知書」が送付されない場合がありますので、御了承ください。 

 

 (9) 注意事項 

① 指定の更新申請と同時期に変更届出事由が生じた場合 

指定更新申請書と併せて変更届出書を提出してください。この場合、指定更新申請書は、

変更届出書による変更後の内容で作成してください。 

また、過去に変更届出が必要だった事由について、変更届出書の提出漏れが判明した場合

についても同様の取り扱いとしますが、その場合は、変更届出遅延理由書（任意様式）も併

せて提出してください。 

 

② 廃止事業所について 

廃止している事業所については、指定更新の手続きは不要です。なお、実質的に廃止状態

が続いていて廃止届が未提出の事業所については、速やかに廃止届を提出してください。  
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③ 休止中の事業者について 

休止中の事業者は、休止中の状態で指定の更新手続きは行えません。人員基準や設備基準

など、指定基準を満たした上で、指定有効期限内に再開届を提出し、指定の更新手続きを行

ってください。そのままでは指定の更新ができません。 

指定の有効期間内に再開されない場合、指定は失効となります。 

 

④ 指定更新手続きを有効期間内に行わなかった事業所について 

指定の有効期間経過後に提出された指定更新申請書は受理できません。 

当然、現指定は失効となりますので、サービス利用者などの関係者に対して問題が生じな

いよう、必要な対応を速やかに行ってください。 

事業所においては、このような事態が生じることのないよう、指定の有効期間がいつまで

なのかをしっかりと把握し、余裕を持って確実に手続きが行われるようにしてください。 

 

⑤ 指定更新申請後の手続き 

指定更新申請書を提出後、更新決定等がされるまでの間において、変更事由等が生じた場

合の取り扱いは次のとおりです。 

□1  指定更新申請後に変更事由が生じた場合は、別途、変更届を提出するとともに、必要に

応じて指定更新申請書の差し替えを行ってください。 

□2  指定更新申請後に休止、廃止などの理由により、更新申請を取り下げる場合は、理由を

付して「指定更新申請取下書（任意様式）」を提出してください。 

 
 
 
 
 

 (10)その他 

指定の更新は、基本的に新規の指定申請と同様の扱いとしております。 

本手引きで特段定めのないもの及び変更届が必要な場合の手続き方法について不明な点は、

指導監査課にお問い合わせください。 

 

 

（書類作成の注意ポイント） 

申請書類には様々な添付書類が必要になりますが、資格証、研修修了証、登記事項証

明書などの複写物（コピー）を提出いただく際の原本謄写証明は不要になりました。原

本謄写証明は不要ですが、必ず申請事業者による原本確認を行った上で、提出願います。 
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４ 変更・廃止・休止・再開届及び体制届の手続きについて                       

 

 (1) 変更届・廃止届・休止届・再開届の提出スケジュール 

① 変更届 

申請又は各種届出した内容の変更を行う場合は、その変更する事由が発生してから１０日以

内に変更届出書を提出してください。 

ただし、事業所の移転や改築、共同生活援助における共同生活住居の追加を行う場合は、設

備要件等を確認しますので、必ず事前（１か月前を目安）に指導監査課に相談してください。 

※届出内容により取扱いが異なる場合がありますので「５ 申請又は各種届出等における留意

事項について」も参照してください。 
 

② 廃止届・休止届 

指定を受けた事業所を廃止又は休止する場合は、その廃止又は休止しようとする日の１か月

前までに廃止届又は休止届を提出してください。 

その際、現に利用者がいる場合は、利用者に対する措置状況も報告してください。 
 

③ 再開届 

休止していた指定事業所を再開する場合は、その再開したときから１０日以内に再開届を提

出してください。 

ただし、再開に伴う体制等をあらかじめ確認しますので、それらを確認できる関係書類を添

えて、事前に指導監査課に相談してください。 

 

 

 

 (2) 給付費等算定に係る体制等に関する届出書（体制届）の提出スケジュール 

 新たに加算を算定する（単位数が増える区分へ変更になる）場合   

届出日 算定開始 

各月 15 日まで 翌月から 

16 日以降 翌々月から 

 

 加算の算定要件を満たさなくなった場合（単位数が少ない区分へ変更になる）場合     

届出日 算定開始 

速やかに 要件を満たさなくなったときから 

 

 (3) 提出方法 

持参又は郵送により提出してください。 

なお、郵送による場合は、封筒宛名面隅に「○○届出書在中」などと朱書きしてください。 

また、持参による場合は、時期により窓口が混み合う場合もありますので、事前に連絡（予約）

のうえ来庁されますことをお勧めします。連絡がなく来庁された場合も対応はいたしますが、事

前に連絡のあった方を優先して対応しますので、窓口での順番変更や待機時間が長くなりますこ
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とを御了承願います。 

 

 (4) 提出部数 

届出書、添付書類ともに１部提出してください。 

（※申請書類は、正副各１部を作成し、正本を提出。副本は申請者が保管。） 

なお、複数の障害福祉サービス事業を行っている事業者においては、原則それぞれのサービス

種別ごとに届出書が必要となりますが、次の場合、１枚の申請書でまとめて申請することができ

ます。 

①居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 

②障害者支援施設（昼間サービス＋夜間サービス（施設入所支援）） 

③多機能型（指定障害福祉サービス、指定障害児通所支援ごとに。） 

④一般相談支援、特定相談支援 

 

 

 (5) 提出先 

旭川市福祉安心部指導監査課 

〒０７０－８５２５ 

旭川市７条通９丁目旭川市総合庁舎４階 

電話：０１６６－２５－９８４９ ／ FAX：０１６６－２６－７７３３ 

電子メール：shido-syougai@city.asahikawa.lg.jp 

 

 (6) 届出書等の様式について 

各種届出に必要な書類（様式）は、届出の内容及びサービス種類により異なります。 

変更届出書の場合は、変更があった事項ごとに添付書類が異なりますので、詳しくは「サービ

ス種類別変更事項別添付書類一覧」を参照してください。 

体制届の添付書類は「届出書類一覧表」を確認して下さい。 

 

※追加書類について 

厚生労働省等の通知等により必要となった書類がある場合及び届出書類により内容が十分

に把握できない場合等は、必要に応じて、書類の追加提出を求める場合があります（例えば、

人員配置における兼務がある場合は、兼務先事業所等の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧

表」や組織体制図の提出を求める場合があります。）。 
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【様式等の取得方法について】 

次の①又は②の方法でインターネットにより様式をダウンロードしてください。 

 

①以下のアドレスをブラウザに直接入力して、必要な様式を取得してください。 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sa-bisu1/p006045.html 

→「４ 障害福祉サービス事業等の指定申請、変更届、給付体制届等に係る様式等」から必要な様式を

取得してください。 

 

②旭川市ホームページ（http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/）を参照し 

→画面上段右の  ＭＥＮＵ  を選択 

→事業者向けから健康・福祉・子育て・学校を選択 

→障害福祉 →  申請・届出  を選択 

→  障害福祉サービス事業者向けトップページ  を選択 

→「４ 障害福祉サービス事業等の指定申請、変更届、給付体制届等に係る様式等」から 

必要な様式を取得してください。 

※ 上記①又は②によっても様式の取得ができない場合は、指導監査課まで連絡願います。 

 

 

 

 (7) 届出書類の作成方法等 

① 作成方法 

届出書及び関係書類は、各事由発生日現在で作成してください。 

 

② 編纂方法等 

届出書及び関係書類は、原則としてＡ４判で提出してください。 

 

（書類作成の注意ポイント） 

 申請書類には様々な添付書類が必要になりますが、資格証、研修修了証、登記事項証

明書などの複写物（コピー）を提出いただく際の原本謄写証明は不要になりました。原

本謄写証明は不要ですが、必ず申請事業者による原本確認を行った上で、提出願います。 

 

 

 (8) 要件審査について 

 各種届出書は、関係書類に補正等の必要がなくなった段階で受理し、次の要件審査を行います。 

① 書面確認 

提出していただいた届出書及び添付書類をもって確認します。 

なお、届出された関係書類について、内容確認のため電話や電子メール等

により照会させていただくことがあります。事業所には必ず届出書類の副
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本を控えておいてください。 

② 現地調査 

 必要に応じて人員基準（従業者の勤務内容または雇用状況など）や設備基準など

が満たされているかを確認するため実施する場合があります。 

現地調査の際には、管理者等の立ち会いをお願いすることがあります。 

 

 (9) 要件審査の結果について 

要件審査の結果、届出書の内容が適正である場合、後日「受理通知書」を送付します。 

なお、廃止届、休止届、再開届、体制届を除き、通常の変更届については、受理通知を発行し

ませんので、副本等を用意されるなど、届出書の提出状況の確認は事業者が行ってください。 
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５ 申請又は各種届出等における留意事項について                   
 

 (1) 「平面図」の添付について 

申請書類又は届出書類の一部として、事業所となる建物等の「平面図」を提出していただく

必要があります。その際に平面図は既存の建築図面等の写しを添付していただいてもかまいま

せんが、設備要件や面積要件等の確認が必要になる場合もありますので、必ず使用する場所を

マーカー等で囲むとともに、その用途名を必ず記入してください。 

また、面積等を確認する場合がありますので平面図には必ず寸法等が

入っているものを提出してください。 

画像は、平面図のどの場所の設備等を写したものかが分かるようにし

てください。 

 

 (2) 事業所の「位置図」の添付について 

申請書類又は届出書類に事業所となる所在地の記載はありますが、住宅地図等に反映される

までには時間がかかるため、事業所の位置が特定できない場合があります。 

そのため、申請書類又は届出書類には住宅地図またはインター 

ネット等による地図でも構いませんので、事業所の位置図（周辺 

の状況（目印となるもの等）が分かるもの）を提出してください。 

 

 (3) 事業所を移転（住所変更）する場合 

事業所を移転する場合は、変更届出書において行いますが、移転先となる所在地が、立地上、

他法令（都市計画法、建築基準法及び消防法など）に適合しているか、建物等が障害福祉サー

ビス事業所の指定要件に適合しているかを確認する必要がありますので、変更届出書の提出ル

ール（変更の事実が発生してから１０日以内。以下同じ。）に関わらず、

変更届出書を提出される前（１か月前を目安）に指導監査課へ御相談くだ

さい（他法令要件を満たさない場合又は指定要件等を満たさない場合は、

継続して指定できない場合があります。）。 

 

 (4) 事業所内の改築（間取りや設備等の変更）や内部移動（場所替え）する場合 

事業所内の改築や内部移動等を行う場合は変更届出書において行いますが、当該事業所が引

き続き障害福祉サービス事業所の指定要件を満たしているかを確認する必要がありますので、

変更届出書を提出される前（１か月前を目安）に指導監査課に御相談ください（指定要件を満

たさない場合は継続して指定できない場合があります。）。 

 

 (5) 共同生活援助において共同生活住居を追加する場合 

共同生活住居を追加する場合は、原則、変更届出書において行いますが、設備及び人員配置

等の要件を事前に確認する必要がありますので、変更届出書の提出ルールに係わらず、共同生

活住居を追加しようとする場合は、必ず事前（１か月前を目安）に届出してください。 

なお、その際に必要となる書類については、基本的に新規申請の場合と同様の書類の提出が

必要になりますので、詳しくは指導監査課に御相談ください。 
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 (6) 生活介護、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、放課後等デイサー

ビスの事業所、障害者支援施設において定員変更等を行う場合 

生活介護、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援及び放課後等デイサービス

の事業でサービスの量を増加(定員増等)しようとする場合、障害者支援施設でサービスの種類

の変更及び定員を増加しようとする場合は、３０日前（休日は含まない。）までに指定の変更

を申請（様式第 17 号）する必要があります。詳しくは指導監査課に御相談ください。 

 

 (7) 上記(6)以外の障害福祉サービス等において定員変更（定員増）を行う場合 

生活介護、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援及び放課後等デイサービス

以外の指定障害福祉サービス事業所等における定員変更（定員増減）は、原則、変更届出書に

おいて行いますが、定員増の場合は、規模拡大に伴う設備及び人員配置要件等を確認する必要

が生じる場合もありますので、変更届出書の提出ルールに関わらず、事前に届出をお願いいた

します。詳しくは指導監査課に御相談ください。 

 

 (8) 「従たる事業所」を設置する場合 

生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、

就労継続支援Ｂ型、児童発達支援及び放課後等デイサービスの事業所において、一体的かつ独

立したサービス提供の場として「従たる事業所」を設置する場合は、原則、変更届出書におい

て行いますが、設備及び人員配置要件等を確認する必要がありますので、変更届出書

の提出ルールに関わらず、必ず事前（１か月前を目安）に届出をお願いいたします。 

 なお、その際に必要となる書類については、基本的に新規申請の場合と同様の書類

等の提出が必要になります。詳しくは指導監査課に御相談ください。 

 

 (9) 事業所のメールアドレスについて 

当課から各事業所への連絡等の方法は、基本的に電子メール（Ｅメール）又は当課ホームペ

ージを活用し行います。 

指定を受けた事業所につきましては、必ずＥメールアドレスを当課まで

御連絡いただきますとともに、Ｅメールアドレスを変更した際も必ず御連

絡願います。 

指定を受けた事業所においては、Ｅメールの受信状況の随時確認と当課ホームページの閲覧

確認をお願いいたします。 

 

 (10)過去にダウンロードした申請書類等の再使用について 

 当課ホームページより、過去にダウンロードした申請書類等を、別の届出書類等

に再使用する際は、時期等によっては様式等を更新している場合がありますので御

注意ください（更新は不定期に行われます。）。 

 再使用の際は、様式番号などから更新状況を確認してから使用願います。 

古い様式で届出された場合は、新しい様式での再提出をお願いすることがあります

ので御了承ください。 
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 (11)人員の配置要件に係る誓約書（サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者）につ

いて 

事業所において、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者がやむを得ない事由※によ

り欠けたときは、その事由が発生した日から起算して１年間（要件を満たしていれば２年間）

は、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として必要な研修を修了していなくても実

務経験者※を配置することで、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者としての要件を

満たしているものとみなしますが、その際は「人員の配置要件に係る誓約書」を必ず提出して

ください。また、その者が必要な研修を修了した際には、後日、その研修修了証の写しを提出

してください。詳しくは指導監査課に御相談ください。 

※やむを得ない事由や実務経験には要件があります。 

 

 (12) 雇用確約証明書の提出について 

雇用前の者を、事業所の配置予定従業者として申請等を行う場合は、雇用証明書ではなく雇

用確約証明書を提出していただきますが、雇用後にあらためて雇用証明書を提出していただき

ますので、あらかじめ御了承ください。 

 

 (13) 設備基準等における取扱いについて 

短期入所、宿泊型自立訓練、共同生活援助、障害者支援施設などにおいて、設備要件として

面積や幅などが規定されている場合の取扱いは、有効面積、有効幅として内法・内寸（壁の内

側）で計算します。一般的に建築図面は壁芯での寸法となりますので、内法・内寸で計算した

場合に数値が減少することがありますので御注意ください。 
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６ 指定後に各事業者が取り組まなければならないことについて             
 

 (１)法令等遵守について 

 指定を受けるためには、関係法令等及び旭川市条例を満たすことが必要ですが、

指定を受けた後であっても人員、設備及び運営の基準要件は満たしていなければな

りませんし、給付費等の請求においても報酬告示等で示す算定の要件等を満たして

いなければなりません。 

基準等を満たさない事業所の運営や給付費の請求を行った場合は、給付費の減算や返還、場

合によっては行政処分（事業所の指定取消等）の対象にもなりますので、関係法令等を常に確

認、遵守の上、適正な事業所運営に努めて下さい（基準等は、「７ 関係法令」に記載してあ

りますので必ず確認をしてください） 

    

 

 

 

障害福祉サービス事業者等の業務管理体制整備に関する届出について 

新たに事業を開始した法人で、「旭川市」のみに事業所・施設が所在する場合は、「旭川市」

に業務管理体制届出書の提出が必要になります。 

※ 既に届出を行っている法人は、届出事項の変更（対象事業所の追加等）が必要になります。 

また、以下の事由について変更が発生した際、「指定障害福祉サービス事業者（指定障害

児通所支援事業者）等の業務管理体制変更届出書」の提出が必要になります（主たる事務所

の所在地、代表者の氏名、住所に変更が生じた場合については、省略が可能）。今一度法令

等をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

   なお、旭川市以外に事業所を設置した場合、旭川市から都道府県（総合振興局含む）に所管が

変わりますので、それぞれに業務管理体制届出書を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法人の種別、名称 ・主たる事務所の所在地 

・代表者の氏名、住所 ・事業所名、事業所所在地 

・法令遵守責任者の氏名  

・業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

・業務執行の状況の監査の方法の概要  
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 (２) 非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実施について 

指定事業者（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就労

定着支援、自立生活援助、一般相談支援、特定相談支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等

訪問支援、障害児相談支援の事業者は除く。）は、指定後速やかに非常災害に際しての具体的

計画の策定、関係機関への通報及び連絡体制の整備、避難、救出訓練の実施を行うなど、その

対策に万全を期する必要があります。 

なお、具体的計画の策定に当たっては、火災以外の自然災害も想定したものであるとともに

実効性のあるものでなければなりません。 

また、避難訓練等の実施についても、地域住民の参加が得られるよう連携に努め、火災のみ

を想定したものだけではなく、自然災害を想定した防災訓練も実施してください。 

 

非常災害対策計画に盛り込む事項としては・・・ 

①障害者支援施設等の立地条件（地形等） 

②災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等） 

③災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体、家族、職員等） 

④避難を開始する時期、判断基準（「避難準備情報発令」時等） 

⑤避難場所（市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース等） 

⑥避難経路（避難場所までのルート（複数）、所要時間等） 

⑦避難方法（利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩等） 等） 

⑧災害時の人員体制、指揮系統（災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数等） 

⑨関係機関との連携体制等 

 

〔参考〕「障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底に

ついて」（平成 28 年 9 月 9 日付け厚労省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知） 

 

 (３) 事業所等で発生した事故の報告について 

  利用者等に対するサービス提供中の事故、法人及び役員による不法行為、虐待等（以下「事

故等」という。）が発生した場合、事業者は旭川市へ報告する必要があります。 

  事故報告については、電子申請システム若しくは郵送、電子メール、窓口での提出をお願い

しています（重大事故については速やかに口頭により、まずはご一報ください） 

  ただし、事故等の内容によっては、報告の必要がない場合もありますので、詳しくは旭川市

社会福祉施設等における事故発生時の報告事務取扱要領を参照してください。 

 

 (４) 情報公表システムによる事業所情報の公表について 

    平成 30 年 4 月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行され、指定事業者は、利用者等へ

提供するサービス等の内容などについて、旭川市に対して報告する義務があり、その報告され

た内容は広く公表することになります。 

障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じ

て良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が主な
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目的となっております。 

この障害福祉サービス等情報公表制度は、少なくとも年に１度は報告することが義務づけら

れておりますので、報告忘れがないように注意願います。更新は毎年５月上旬から７月末まで

に行ってください。 

令和３年度からは情報公表システムの基本的な情報と連携する「災害時情報共有システム」

の運用が開始されており、防災の観点からも登録・公表が必要です。 

また、事業所等の財務状況については、直近の事業活動計算書（損益計算書）、資金収支計

算書（キャッシュフロー計算書）、貸借対照表（バランスシート）も公表情報に含まれますが

未公表の事業所が多く見受けられます。 

令和６年度からは、情報公表未公表減算も新設されたことに加え、指定更新時にも指定権者

により確認を要することとなっていますので速やかな公表・更新をお願いいたします。 
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７ 関係法令等                                   
 

【基本法令】 

障害福祉サービス事業 
障害者支援施設 
一般相談支援事業 
特定相談支援事業 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号) 
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成 18 年政令第 10 号) 
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚労令第 19 号) 

障害児通所支援事業 
障害児相談支援事業 

・児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 
・児童福祉法施行令（昭和 23 年政令第 74 号） 
・児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生令第 11 号） 

【指定基準】 

障害福祉サービス事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚労令第 171 号) 

障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、
設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚労令第 172 号) 

一般相談支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員
及び運営に関する基準(平成 24 年厚労令第 27 号) 

特定相談支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員
及び運営に関する基準(平成 24 年厚労令第 28 号) 

障害児通所支援事業 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 24年厚労令第 15号) 

障害児相談支援事業 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成 24 年厚労令第 29 号) 

【最低基準】 
障害福祉サービス事業のう
ち、療養介護、生活介護、
自立訓練、就労移行支援、
就労継続支援及び多機能型 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及
び運営に関する基準(平成 18 年厚労令第 174 号) 

障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営
に関する基準(平成 18 年厚労令第 177 号) 

【指定基準解釈通知】 

障害福祉サービス事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営に関する基準について(平成 18 年障発第 1206001 号) 

障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、
設備及び運営に関する基準について(平成 19 年障発第 0126001 号) 

一般相談支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員
及び運営に関する基準について(平成 24 年障発 0330 第 21 号) 

特定相談支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員
及び運営に関する基準について(平成 24 年障発 0330 第 22 号) 

障害児通所支援事業 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について 
(平成 24 年障発 0330 第 12 号) 

障害児相談支援事業 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について 
(平成 24 年障発 0330 第 23 号) 

【旭川市条例】 

障害福祉サービス事業 旭川市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成 25 年旭川市条
例第 19 号） 

障害者支援施設 旭川市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成 25 年旭川市条例第 20 号） 

障害児通所支援事業 旭川市指定通所支援事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（令和元年旭川市条例第３号） 

 
最
低
基
準 

障害福祉サービス事
業のうち、療養介護、
生活介護、自立訓練、
就労移行支援、就労継
続支援及び多機能型 

旭川市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成 25 年旭川市条例第 21 号） 

障害者支援施設 旭川市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成 25 年旭川市条例第 24 号） 

【報酬告示】 

障害福祉サービス事業 
障害者支援施設 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基

準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚労告第 523 号) 

一般相談支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用
の額の算定に関する基準(平成 24 年厚労告第 124 号) 

特定相談支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用
の額の算定に関する基準(平成 24 年厚労告第 125 号) 

障害児通所支援事業 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成 24
年厚労告第 122 号) 

障害児相談支援事業 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成 24 年厚労告第 126
号) 

【報酬告示留意事項通知】 

障害福祉サービス事業、
障害者支援施設、 
一般相談支援事業、 
特定相談支援事業、 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基
準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項につい
て(平成 18 年障発第 1031001 号) 

障害児通所支援事業 
障害児相談支援事業 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定
に伴う実施上の留意事項について(平成 24 年障発第 0330 第 16 号) 
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８ 改訂履歴                                    
 

 【改訂内容】 

改訂年月 改訂内容 

平成２７年 

   ５月 

改訂履歴を追加しました。 

（関連頁：２頁、２５頁） 

指定申請及び更新申請の標準処理期間を、１４日間から３０日間に変更しました。 

（関連頁：７頁、１０頁、１１頁） 

生活介護及び就労継続支援Ｂ型の定員増加、障害者支援施設のサービス種類の変更及び定

員増加の指定変更の標準処理期間を、１４日間から３０日間（休日は含まない。）に変更し

ました。 

（関連頁：２０頁） 

平成２８年 

   ３月 

法人の定款における目的事業の記載方法について、説明内容を一部変更しました。 

（関連頁：５頁(5)①） 

指定申請の手続き（指定申請のスケジュール）について、説明内容を一部変更しました。 

（関連頁：７頁２(1)） 

旭川市ホーム頁のリニューアルに伴い、ウエブサイトのアドレス等を一部変更しました。 

（関連頁：８頁、１２頁、１７頁） 

平成２８年 

   ５月 

当市関係部局名称等の変更に伴い、説明内容を一部変更しました。 

（関連頁：５頁(5)②） 

当課執務室の移転に伴い、説明内容を一部変更しました。 

（関連頁：７頁(4)、１２頁(4)、１７頁(4)） 

指定申請の手続き（審査）について、説明内容を一部変更しました。 

（関連頁：１０頁(7)②） 

指定更新申請の手続き（指定更新申請のスケジュール）について、説明内容を一部変更し

ました。 

（関連頁：１１頁(1)②） 

申請又は各種届出等における留意事項について、説明内容を一部追加しました。 

（関連頁：２１頁(12)及び(13)） 

平成２９年 

 ４月 

特定障害福祉サービスに就労継続支援Ａ型が追加されたことに伴い、説明内容を一部変更

しました。 

（関連頁：２頁５(6)、２０頁(6)及び(7)） 

申請又は各種届出等における留意事項について、説明内容を一部追加しました。 

（関連頁：２頁５(14)、２１頁(14)） 

平成３０年 

 ３月 

障害福祉サービスに就労定着支援、自立生活援助が追加されたことに伴い、説明内容を一

部変更しました。 

（関連頁：３頁１(2)） 

指導監査課（障害担当）のメールアドレスの変更に伴い、説明内容を一部変更しました。 

（関連頁：７頁２(4)、１２頁３(4)、１７頁４(4)） 

指定申請の手続について及び指定更新申請の手続について、説明内容を一部追加しました。 

（関連頁：８頁２(6)表、１３頁３(6)表） 

平成３１年 

 ４月 

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業として児童発達支援、医療型児童発達支援、放課

後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の事業が権限委譲された

ことに伴い、説明内容を一部追加しました。 

（関連頁：３頁１(1)及び(2)、４頁１(3)、５頁１(5)、２０頁５(6)～(8)、２４頁） 

「５ 申請又は各種届出等における留意事項について」(11)を６(1)へ移動しました。（こ

れにより以降項目番号繰り上げ） 

（関連頁：２１頁５(11)） 

「６ 指定後に各事業者が取り組まなければならないことについて」を新たに追加しまし

た。（これにより以降項目番号繰り下げ） 

（関連頁：２２頁６(2)～(4)） 

令和３年 

４月 

 

押印廃止に伴い、原本謄写証明を不要としました。 

（関連頁：９頁(6)、１５頁(10)、１８頁(6)） 
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改訂年月 改訂内容 

 指定更新申請の手続き（指定更新申請のスケジュール）について、同一事業所における取

扱いを追加しました。 

（関連頁：１１頁） 

指定後に各事業者が取り組まなければならないことについて（法令等遵守について）に、

説明内容を一部追加しました。 

（関連頁：２２頁(1)） 

令和５年 
４月 

新規指定のスケジュールについて、日程の変更とフローチャートを掲載しました。 

（関連頁：７頁～８頁） 

申請時のポイント等の説明内容を一部追加しました。 

令和７年 
１月 

総合庁舎への移転に伴い、提出先の所在地等を変更しました。 

（関連頁：８頁、１３頁、１８頁） 

就労継続支援Ｂ型の優先対象について掲載しました。 

（関連頁：８頁） 

令和７年 

８月 

障害福祉サービスに就労選択支援が追加されたことに伴い、説明内容を一部変更しました。 

（関連頁：３頁１(2)、９頁２(6)、１４頁３(6)） 

令和８年 

４月 

・機構改革に伴い、部の名称を変更しました。（関連頁：５頁、８頁、１３頁、１８頁） 

・標準化様式への変更に伴い、指定申請の手続き等における様式を変更しました。 

（関連頁：９頁、１４頁） 

 


